
 

教育研究評議会（第２３５回）議事要旨 

 

 

 

Ⅰ．日  時  ２０２３年（令和５年）７月２５日（火）１３：００～１３ : ３２ 

 

Ⅱ．場  所  ハイフレックス形式（中会議室と Zoom） 

 

Ⅲ．出席者：林学長、大谷理事・事務局長、成瀬理事、篠原副学長、中山副学長・附属図書館長、 

春名副学長、菊池副学長、川村大学院国際日本学研究院長・国際日本学部長、三宅言語文化学 

部長、千葉国際社会学部長、近藤アジア・アフリカ言語文化研所長、青山（弘）大学院総合国 

際学研究院副研究院長、伊集院大学院国際日本学研究院副研究院長、久野言語文化学部副学部 

長、加藤国際社会学部副学部長、友常国際日本学部副学部長、塩原アジア・アフリカ言語文化 

研究所副所長 

（合計 17名） 

陪席者：渡部監事、桑原監事、他 

     

Ⅳ．資  料   

１. 教育研究評議会（第 234回）議事要旨（案） 

２. 国立大学法人東京外国語大学ＴＵＦＳ地域研究センター規程（案） 

３. 公募申請書 

４. 大学間等国際学術交流協定の新規締結・更新等について 

５. 研究活動における不正行為について 

 

○第 234回の教育研究評議会の議事内容について、資料１により、確認した。 

 

Ⅳ．議  題  

＜審議事項＞ 

１. TUFS地域研究センター（TASC）規程の制定について   

中山副学長から、資料２に基づき、概要の説明があった。 

これについて、第６条の「職員」の示す内容が研究者も含むのであれば、「職員」の文言は主に事務 

職員を想起させるため、適当ではないのではないか、という指摘があった。 

第６条の文言に係る若干の変更については学長一任とし、これを承認した。 

 

２．「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」の申請について  

中山副学長から、資料３に基づき、概要の説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．大学間等国際学術交流協定の新規締結・更新等について  

春名副学長から、資料４に基づき、大学間等国際学術交流協定の新規締結・更新等について 

説明があり、審議の結果、これを承認した。 

【新規】ジュネーヴ大学（スイス）／追加覚書 

【更新】ムハンマド 5世大学 （モロッコ）／包括協定、学生交流覚書 

淑明女子大学（韓国）／包括協定、学生交流覚書 

トリーア大学（ドイツ）／包括協定、学生交流覚書 

 

➢ ジュネーヴ大学については、スイスの制度上、追加の覚書が必要となったため、今回新規とし 

た。 

 

４．その他 

特になし 

 



 

＜報告事項＞ 

１．研究倫理教育及びコンプライアンス教育の実施について 

  林学長及び中山副学長より、資料５に基づき、研究活動における不正行為について概要の説明があり、 

これを確認した。 

 

２．その他 

特になし 

 

以上 


